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伝統の都、サンクトペテルフルク（j日レニングラード）で

　　　　９月３日(金)より壬生中央公民館、　　　　[

稲葉・南犬飼出張所で取り扱います

]

◇問合せ先　壬生中央公民館�８２－０１０８(代)

主催(財)壬生町施設振興公社　後援　壬生町教育委員会
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平
成
６
年
度
は
評
価
替
え
の
年
で
す
。

生
地
と
家
屋
は
３
年
ご
と
に
評
価
替
え
が
行
わ
れ
、

来
年
度
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

固
定
資
産
税

公
示
価
格
の

の
評
価
替
え
は

７
割
程
度
で
す

　
平
成
６
年
度
の
評
価
替
え
で
は
、
公
的
土
地
評
価
（
地
価
公
示

価
格
、
地
価
調
査
価
格
、
相
続
税
評
価
額
、
固
定
資
座
視
評
価
額
）

の
相
互
の
均
衡
と
適
正
化
を
図
る
た
め
、
固
定
資
産
説
の
土
地
（
宅

地
）
の
評
価
は
地
価
公
示
価
格
の
７
割
程
度
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
国
の
土
地
基
本
法
に
明
記
さ
れ
、
閣
議
決
定
お
よ
び

中
央
固
定
資
産
評
価
審
議
会
、
税
制
調
査
会
で
の
了
承
を
得
て
・
国

の
評
価
替
え
の
方
針
が
決
定
し
ま
し
た
。
そ
の
方
針
に
沿
っ
て
現

在
、
全
国
良
二
評
価
替
え
の
作
業
を
進
め
て
ぃ
ま
す
。

評
価
額
は
大
き
く
上
昇
し
ま
す

　
地
価
公
示
価
格
の
７
割
程
度
を
目
標
に
土
地
（
宅
地
）
の
評
価

替
え
を
実
施
す
る
と
、
評
価
額
は
大
き
く
上
昇
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
。
評
価
の
上
昇
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
嘔

均
で
４
倍
前
後
の
卜
昇
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

W

評
価
額
が
大
き
く
上
昇
し
て
も

税
負
担
の
急
激
な
増
加
を
抑
制

　
今
回
の
評
価
替
え
は
、
評
価
の
均
衡
化
、
適
正
化
を
図
る
こ
と

が
目
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
増
税
を
し
よ
う
と
い
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
納
税
者
の
税
負
担
は
、
総
八
‥
的

か
つ
適
正
な
調
整
付
置
を
講
じ
て
、
急
激
な
税
負
担
を
で
き
る
限

り
仰
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

急
激
な
税
負
担
を
抑
え
る

調
整
措
置
は
こ
の
よ
う
に

　
次
の
よ
う
な
大
幅
な
調
整
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ

表
の
と
お
り
、
税
負
担
の
急
激
な
増
加
を
抑
え
ま
す
。

て
、
ド

濁膜胆暇回顧頭垢W

〈土地関係〉

の特例措置の拡充①住宅用地の課税標準

　（現　行）　　（改正後）

価格の１／２→価格の１／３

価格の１／４→価格の１／６

一般住宅用地

小規模住宅用地

　(200�まで)

○住宅用地に係る課税標準額の特例措置の導入

　　　　　　　　　　　　（現　行）　　（改正後）

　・一般住宅用地　　特例措置なし→価格の２／３

　・小規模住宅用地　特例措置なし→価格の１／３

　評価の上昇割合の高い宅地に対する暫定的な課税標準の
②特例措置の導入　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾○固定資産税と同様の税負担の調整措置の適用

　（現　行）　　　（改正後）

特例措置なし→評価の上昇の程度に

　　　　　　　応じて価格の３／４

　　　　　　　～１／２

評価の上昇割合

の高い宅地

評価の上昇割合の高い宅地に係る暫定的な課税

③宅地について、よりなだらかな税負担となるような負担
　　　　　　-
　調整措置の実施

　　　　一一一一一一

標準の特例措置

よりなだらかな負担調整措置

家屋に係る耐用年数の短縮等
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〔固定資産税〕

　５％

　フ

．

５

１０

１５

２０

１=･==㎜㎜･■=･-=-

　５％

　フ

．

５

１０

‘１５

２０

２５

３．６倍以下のもの

３．６倍を超え、４．８倍以下のもの

４．８倍を超え、６．フ５倍以下のもの住宅用地

１６ 。フ５倍を超え、１５倍以下のもの

　１５倍を超えるもの
　ｰ一一一一　－　-－--･----
l

i.4倍亘吊迂泥の

２．４倍を超え、３．２倍以下のもの

３．２倍を超え、４．５倍以下のもの

４．５倍を超え、１０倍以下のもの

･10倍を超え、１８倍以下のもの

１８倍を超えるもの

非ｲ主宅用地

〔都市計画税〕
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回禁獄腰部個軋

小　規　模

ｲ主宅用地

フ．２ｲ吝以下のもの

フ．２倍を超え、９．６倍以下のもの

９．６倍を超え、１３．５倍以下のもの

１３．５倍を超え、３０倍以下のもの

３０倍を超えるもの

　５％

　フ．５

１０

１５

２０

一　　　般

住宅用地

３．６倍以下のもの

３．６倍を超え、４．８倍以下のもの

４．８倍を超え、６．７５倍以下のもの

６．フ５倍を超え、１５倍以下のもの

１５倍を超えるもの

　５％

　フ．５

１０

１５

２０

非ｲ主宅用地

２．４倍以下のもの

２．４ｲ吝を超え、３．２ｲ吝以下のもの

３．２ｲ吝を超え、４．５倍以下のもの

４．５倍を超え、１０倍以下のもの

ｑＯ倍を超え、１８倍以下のもの

１８ｲ吝を超えるもの

　５％

　フ．５

１０

１５

２０

２５

評
価
の
上
昇
割
合
に
対
す
る

税
額
の
伸
び
率
は
こ
の
よ
う
に

　
…
‥
ハ
ト
の
よ
う
な
大
幅
な
調
整
措
置
に
よ
り
、
平
成
６
年
度
か
ら

胚
成
８
年
度
ま
で
の
宅
地
等
の
評
価
額
の
上
昇
に
対
す
る
税
額
の

伸
び
率
は
次
の
よ
う
に
な
り
、
急
激
な
税
負
担
が
仰
え
ら
れ
ま
す
。

　
右
表
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
例
え
ば
、
評
価
の
上
昇
割

合
が
３
・
６
倍
上
吽
し
て
も
税
額
の
伸
び
率
は
年
間
５
％
に
と
ど
ま
り
、

大
き
な
上
昇
割
合
に
比
べ
、
税
負
担
が
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
氷
屋
の
評
価
に

っ
い
て
も
軽
減
措

置
が
講
じ
ら
れ
、

税
負
担
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

（注）評価の上昇割合とは、平成６年度評価額を、原則として平成３年度評

　　価額で除して得たものをいう。

家
屋
の
耐
用
年
数
が

短
縮
さ
れ
ま
す

　
家
屋
の
耐
用
年
数
が
次
の
よ
う
に
短
縮
さ
れ
、
経
年
減
点
補
正

率
が
犬
き
く
な
り
、
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
〈
代
表
例
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
現
行
）
　
　
（
改
正
後
）

　
　
●
木
造
住
宅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
４
年
　
↓
　
２
０
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
２
年
　
↓
　
２
５
年

　
　
●
非
木
造
　
住
　
宅
・
ア
パ
ー
ト
　
７
０
年
　
↓
　
６
０
年

　
　
●
非
木
造
　
事
務
所
　
　
　
　
　
　
５
０
年
　
↓
　
４
５
年

　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
場
　
　
　
　
　
　
４
０
年
　
↓
　
3
5
年

　
非
木
造
住
宅
等
の

　
初
期
減
価
が
引
下
げ
に

　
非
木
造
住
宅
、
ア
パ
ー
ト
の
新
築
物
件
の
初
期
減
価
率
が
木
造

と
同
じ
率
に
引
下
げ
と
な
り
、
初
期
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
非
木
造
の
住
宅
・
ア
パ
ー
ト
　
　
（
現
　
亘

の
初
期
減
価
の
引
ド
げ

Ｏ
・
（
リ

（
改
正
後
）

Ｏ
・
８

　
　
現
在
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る

　
　
家
屋
は
３
％
減
価
さ
れ
ま
す

　
現
在
、
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る
家
屋
（
在
来
分
の
家
屋
）
は
、

平
成
６
年
度
評
価
替
え
で
金
棟
が
最
低
３
％
減
価
さ
れ
、
税
負
担

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
評
価
替
え
に
伴
う
新
し
い
評
価
基
準
に
よ
り
求
め
た

価
額
と
、
平
成
５
年
度
の
価
額
に
特
別
補
正
率
Ｏ
・
ｎ
ロ
７
を
乗
じ

て
得
た
額
を
比
較
し
て
、
ど
ち
ら
か
低
い
額
を
平
成
６
年
度
の
価

額
と
す
る
の
で
、
少
な
く
と
も
３
％
下
が
り
ま
す
。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在来分家屋の据置措置と３%減価措置の比較表

　(参　考)

士他の固定資産税の計算式

　〈平成５年度分〉

　(平成３年度価格)(住宅用地の特例率)

12,000,000　×　1/4　　　×　1.4％

　　　　　3,000,0圓円（課税標準額）

(税率)

＝42､000円

〈平成６年度分〉

（前年度の課税標準額）（負担調整率）（税率）

3,000,（）00円　×　　1.05　　×　1.4％＝44,100円

評価の上昇割合が3.5倍ですので、

住宅用地で3.6倍以下の場合の負担

調整率が適用になります。

●評価の上昇割合

　　平成６年度評価額－42'0001000円－　5倍

　　平成３年度評価額‾12,000,000円‾3.　゜

び
く
の
で
よ
く
調
べ
て
見
た
が
、
今
ま
で
は
地
価

公
示
価
格
や
相
続
税
評
価
額
、
固
定
資
産
説
評
価

額
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
る
た
め
に
７
割
評
価
に
す
る
そ
う
じ
ゃ
。
し

か
し
、
税
金
は
急
激
な
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

大
幅
な
軽
滅
借
置
が
と
ら
れ
る
そ
う
じ
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｙ

い
ト
が
る
そ
う
よ
ご

　
（
夫
）
　
「
母
さ
ん
、
ワ
シ
も
フ
ト
コ
四
に
直
接
ひ

ま
し
た
が
、
固
定
資
産
税
の
土
地
の
評
価
が
来
年

ヤ
サ
気
に
上
が
っ
て
、
地
価
公
示
価
格
の
７
割

秋
度
に
な
り
、
今
よ
り
も
今
田
平
均
で
３
倍
く
ら

る
ん
で
す
か
Ｊ

　
（
夫
）
「
地
域
に
よ
っ
て
違
う
そ
う
じ
ゃ
が
、
何
で

も
住
宅
の
た
っ
て
い
る
宅
地
は
評
価
額
で
３
～
４

倍
上
が
っ
て
も
、
税
金
は
毎
年
数
パ
ー
セ
ン
ト
の

上
昇
で
牡
ま
る
そ
う
じ
ニ

　
（
妻
）
「
ま
ぁ
Ｉ
、
そ
れ
な
ら
よ
か
っ
た
わ
ね
。
私

最
初
に
読
ん
だ
と
き
は
驚
き
ま
し
た
よ
ご

　
（
夫
）
「
ワ
シ
は
自
治
会
の
合
議
で
出
か
け
る
ぞ
。

こ
の
こ
と
は
息
乙
‐
Ｊ
に
も
話
し
て
お
い
て
く
れ
１
０

　
（
妻
）
「
は
い
ぼ
い
、
わ
か
り
ま
し
た
。
い
っ
て

ら
っ
し
ゃ
い
Ｊ

（
妻
）
　
「
お
父
さ
ん
た
い
へ
ん
よ
。
新
聞
で
読
み
　
　
（
妻
）
　
「
そ
う
す
る
と
、
税
金
は
ど
の
程
度
に
か

岫綿綿綿綿且|訟 総㈱総総総総
・平成２年度の価額……①

・新しい評価基準により

　求めた価額……………②

づ平成３年度の価額は、

　②≦①の場合は②の価額

　②＞①の場合は①の価格

※価額が上がることはない。

・平成５年度の価額……①

・特別補正後の価額

　　①×0.97　　　　　②

・新しい評価基準により

　求めた価額……………③

[)平成６年度の価額は、

　③≦②の場合は③の価額

　③＞②の場合は②の価額

※価額は少なくとも３％は

　下がる。

　《税負担のモデル》

●　平成６年度の評価替えに伴う税負担は、具体的には次のように

　なります｡(固定資産税の税率は1.4％､都市計画税の税率は0.3％)

－-－------------……
|

士　地（家屋の敷地）

！　面　積

平成３年度の価格

平成６年度の価格

家　屋

　構　　造

　建築時期

　床面積

ｊ　平成３年度の価格
☆ｻﾞ｡｡

200�

12,00【】,000円（60,000円/�）

42,000,000円（210,000円/�）

　評価の上昇害U合＝3.5倍’（

負担調整率＝1.05　　　

）

木造２階建（専用住宅）

昭和57年12月

110�

5,170,000円（47,000円/�）

5,014,900円（45,590円/�）

。
－
　
　
　
一

平成５年度及び平成６年度の税額

　　　　　　　　　　　　　(単位：円、％)

士㈲言遊士回 湖畔鱗艦 詣頻頻頻示顛廉鎧
土地：固定資産税

　　　都市計画税

42,000

36,000

44,100

37,800

５％

５％

家屋：固定資産税

　　　都市計画税

72,300

15,500

70,100

15､000

△３％

△３％

合　　計 165,800 167,000 １％
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